
Ⅰ．はじめに

　2023 年に、国際看護研修において、学生の引率と

して、本学部教員が現地を訪問し、母子保健制度とし

て発展してきたネウヴォラの理念と実践を直接学ぶ

機会を得た。JAMK において開始された「Co-creating 

after-care towards wellbeing, inclusion and innovations」

プロジェクトを聴講し、アフターケアにおける多職種

協働の最新動向を把握した。同プロジェクトは、福祉・

心理支援に加えて、健康支援・メンタルヘルス支援・

薬物乱用予防をアフターケアに組み込む新たな社会的

フィンランド・ネウヴォラに学ぶ包括的支援を活用した社会的養護
アフターケアの可能性

―ユヴァスキュラ応用科学大学（JAMK）における研修を通して―
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要　旨
　本報告では、フィンランドのユヴァスキュラ応用科学大学（以下 JAMK）の国際看護研修

から得られた知見から、フィンランドの母子保健制度であるネウヴォラの理念と実践を踏ま

え、日本の社会的養護終了後の若者への支援、すなわちアフターケアへの応用可能性を検討し

た。日本のアフターケアは、支援の断絶や地域格差、健康・メンタルヘルス・社会的孤立といっ

た複合的課題への対応不足が指摘されている。ネウヴォラは予防性、継続性、家族中心性、多

職種協働を基盤とした統合的支援モデルであり、医療・看護専門職が積極的に参画している点

に特徴がある。本報告では、フィンランド JAMK の研究プロジェクトおよび日本の制度・政策

動向を整理し、保健師・看護職が行う「アフターケア・ネウヴォラモデル」の構築可能性を模

索した。その結果、健康・心理・生活・就労支援を統合した継続的支援体制は、卒園生の孤立

防止と自立支援の質的向上に資することが示唆された。また、国際看護研修は、看護学教育に

おける国際比較の学びとしても重要な意義を有することが明らかとなった。
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イノベーションを志向しており、医療・看護専門職の

積極的な参画が特徴である。これは日本のアフターケ

ア支援では十分に制度化されてこなかった視点であり、

国際的比較から多くの示唆を得る機会となった。

　日本の社会的養護におけるアフターケアは、依然と

して支援の断絶や地域格差が存在し、自立期の若者

が多様な困難に直面していることが指摘されている1）。

とりわけ、健康問題、メンタルヘルス、社会的孤立と

いった複合的課題に対し、従来の福祉中心のアプロー

チのみでは十分に対応できていない。社会的養護出身

者支援の国際比較研究においても、福祉制度と保健・

医療制度を統合した包括的支援モデルの必要性が繰り

返し指摘されてきた2）。そのような中、フィンランド

の子育て支援制度「ネウヴォラ（Neuvola）」は、連続

性・予防性・家族中心性を基盤とした統合ケアのモデ

ルとして国際的に注目を集めている。このネウヴォラ

理念を、社会的養護終了後の若者への支援である「ア

フターケア」に応用する可能性を検討する。

　ネウヴォラは妊娠期から就学前に至るまで、家族に

寄り添いながら継続的に支援を行う点に大きな特徴を

持つ。保健師を中心とした医療・福祉専門職が協働し、

早期発見・早期介入を実現する体制は、支援対象との

信頼関係構築に基づく。こうした理念は、社会的養護

出身者支援において重要視される「継続性」「予防」「関

係性の重視」といった点と深く共通しており、アフター

ケアにおける施策構築に活用できると考えられる。

　また、看護基礎教育において国際比較の視点を持つ

ことは、地域包括ケア、子ども家庭福祉、精神保健

といった領域の複雑化に対応するために重要である。

フィンランドのネウヴォラの特徴である「医療・看護

職による家庭支援」「多職種チームによる支援」「予防

を中心とした地域包括ケア」は、日本の看護職がアフ

ターケアに積極的に関わるための学びとして極めて有

用である。

　本報告は、これらの国際看護研修の知見を踏まえ、

ネウヴォラの理念を応用した「アフターケア・ネウ

ヴォラモデル」の日本への応用可能性について検討す

る。具体的には、（１）フィンランドのネウヴォラの

理念と実践の特徴を整理し、（２）日本のアフターケ

アの現状と課題を再検討し、（３）医療・看護専門職

が参画する包括的支援モデルの応用可能性について検

討する。また、（４）看護基礎教育における学びとし

ての意義についても考察する。

Ⅱ．研修内容

　本学部教員が 2023 年に参加したフィンランドでの

研修において、JAMK の協力のもと、現地のネウヴォ

ラを訪問した。フィンランドのネウヴォラが「予防」

を中心に据え、健康・心理社会支援を統合し、家族と

の長期的な信頼関係を基盤に構築されている。妊娠期

から乳幼児期、家族全体を一貫して支えるネウヴォラ

ナースの実践内容を聞き、ネウヴォラ制度の理念と運

営体制を理解することができた。

　研修において明らかとなったのは、ネウヴォラの

組織構造が自治体レベルで整備され、保健師（public 

health nurse）が中心的役割を担い、医師、助産師、心

理士、ソーシャルワーカーなど多職種が有機的に連携

する体制が確立していることである。各職種は明確に

役割分担されつつも、情報共有やケース会議を通じ、

継続的かつ包括的に家族を支援する協働モデルが実践

されていた。訪問したネウヴォラでは、妊娠期の健康

診断から乳幼児健診、家族相談、家庭訪問までが一体

的に提供されており、支援が単発的ではなく、生活に

寄り添う形式で継続して行われていた。

　次に注目されたのは、家族中心の支援手法である。

ネウヴォラでは、子どもを単独の支援対象とするので

はなく、家族システム全体をケアの単位として捉える

視点が貫かれていた。保健師が母親・父親双方の心理

的状態や生活環境、育児負担、家族内コミュニケーショ

ンに関する丁寧なアセスメントを実施していた。フィ
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ンランドでは、育児ストレスの早期発見や親の精神健

康の把握が重視されており、必要に応じて家族全体へ

の心理教育や地域資源との連携が組み込まれる。これ

らの実践は、家族機能を包括的に支える「家族中心性

（family-centered care）」を示していた。

　さらに、研修ではアフターケアに関連する多職種協

働の新たな動向について情報を得た。JAMK において

進行していたプロジェクトでは、従来の福祉専門職中

心のアフターケアから、医療・看護専門職が積極的に

関わる統合モデルへの転換が試みられていた。社会的

養護を離れた若者に対して、健康支援、精神保健支援、

薬物乱用予防、生活支援、学業・就労支援を包括的に

提供する体制の構築が目標として掲げられていた。そ

の背景には、若者の困難が複合化・長期化しているこ

と、医療・福祉の制度的縦割りが支援の断絶を生んで

いることへの問題意識があった。

　本研修で得られた知見は、日本のアフターケアの現

状に対して複数の示唆を与えるものである。まず、フィ

ンランドのネウヴォラは、支援が「途切れない」「相

談し続けられる」点を重視しており、これは日本の施

設卒園生が経験しやすい支援の断絶を克服する視点と

して重要である。また、多職種協働において、看護職

が家族支援や精神健康支援に積極的に参加している点

は、日本のアフターケアに看護職を制度的に位置づけ

る可能性を検討する上で極めて有用である。

　以上の研修内容は、日本における「アフターケア・

ネウヴォラモデル」構築の基礎的知見となった。

Ⅲ．JAMK の研究活動の概要

　フィンランドの JAMK では、欧州社会基金の支援

を受け、「子どもと家族の幸福とサービス（Wellbeing 

of Children and Families）」をテーマに、実践的・応用

的な研究開発活動が行われている。当該プロジェクト

の研究活動内容を整理し、日本における「アフターケ

ア・ネウヴォラモデル」の検討に必要な知見を明確化

する。

　JAMK の研究プロジェクトは、家族関係の支援、共

同養育の促進、仕事と家庭の両立支援、ファミリーセ

ンター機能の強化、柔軟な幼児教育・保育の提供、地

域ネットワーク構築、経験に基づくピアサポートや専

門家支援、里親制度の包括的支援、そしてアフターケ

アの統合的提供を包括的テーマとして設定している。

これらの活動は、従来のアフターケアの課題に対応す

るため、次の主要要素を組み込んでいる。

　第一に、アフターケアにおける健康・メンタルヘル

ス・薬物乱用予防の統合である。社会的養護を離れた

若者は、生活基盤の不安定性や心理的ストレス、薬

物乱用リスクの増加など複合的な課題を抱えやすい2）。

これに対応するため、JAMK では、医療・看護専門職

が中心となり、個別ニーズに応じた支援を包括的に提

供する仕組みが検討されている。
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　第二に、多職種協働の実践である。従来、日本のア

フターケアは福祉専門職中心であったが、JAMK のモ

デルでは保健師・看護師・心理士・社会福祉専門職が

一体となったチームを構築している。さらに、アフ

ターケア経験を持つ若者自身も支援プロセスに参画さ

せ、支援の質と信頼関係の向上を図っている。これに

より、若者が「相談可能な大人」と常時接触できる体

制が形成されている。

　第三に、専門家同士の連携強化と地域資源活用であ

る。JAMK のプロジェクトでは、ファミリーセンター

や地域医療機関、学校、里親ネットワークなどの多様

な資源を統合的に活用し、支援の断絶を防止している。

このアプローチは、情報の共有やケース会議を通じた

継続的な支援計画の策定を可能にしており、社会的養

護終了後の若者支援において重要な示唆を与えている。

　一方で、日本国内では、自治体ごとの制度差、人的

資源の偏在、地域連携の未整備が依然として課題であ

る3）。これに対して、JAMK の研究活動は、アフター

ケアにおける包括的・継続的支援モデルの設計と運用

可能性を示しており、日本の制度改善に向けた具体的

な参考事例となる。

Ⅳ．日本の社会的養護とアフターケアの現状

　日本における社会的養護制度は、児童福祉法に基づ

き、家庭で養育が困難な子どもに対して児童養護施設、

里親家庭、ファミリーホームなどを通じて生活支援や

教育支援を提供する仕組みである3）。施設入所中の子

どもは、年齢や家庭環境に応じて里親家庭やグループ

ホームに移行することが一般的である。しかし、社会

的養護を終了した若者、いわゆる「ケアリーバー（care 

leaver）」に対するアフターケアの現状は、地域や自治

体によって大きく異なる。

　社会的養護を終了した若者が直面する課題は多岐に

わたる。施設卒園後の若者は以下のような問題を抱え

ることが多いという2）。第一に、生活基盤の不安定性

である。住居確保や生活費の調達が困難であり、安定

した生活環境の確保が課題となる場合がある。第二に、

就労支援の不足である。職業訓練やキャリア教育が限

定的で、長期的な自立に結びつきにくい状況が見られ

る。第三に、健康・メンタルヘルスの問題である。心

理的ストレスやうつ症状が増加しており、適切な医療・

福祉サービスとの接続が不可欠である2）。第四に、社

会的孤立の問題である。家庭や地域社会とのつながり

が希薄で、相談できる大人の不在が、孤立感や心理的

不安の増大につながる。

　これらの課題に対して、日本国内では自治体ごと

にアフターケアの支援体制が整備されつつあるもの

の、制度の格差、人的資源の偏在、地域連携の不十分

さが指摘されている4）。たとえば、都市部と地方部で

は、福祉職員の配置や相談窓口の有無、就労・生活支

援プログラムの整備状況に大きな差があり、卒園生が

受けられる支援の内容や質は自治体ごとに異なる。ま

た、卒園前からの計画的な支援が必ずしも制度化され

ておらず、施設卒園後に支援の途絶が生じることも少

なくない。現実には制度・人材・資源の偏在が存在し、

包括的かつ継続的な支援体制の確立は十分とは言えな

い。

　また、アフターケアの内容も断片的であることが多

い。たとえば、就労支援のみが提供される場合、健康

や精神面のサポートが欠如していることがある。逆に、

心理カウンセリングのみが行われても、生活基盤の不

安や社会参加の課題は解消されない。このように、支

援の縦割り化が若者の自立を妨げる要因となっている。

Ⅴ．国内の政策的対応
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域ネットワーク構築、経験に基づくピアサポートや専

門家支援、里親制度の包括的支援、そしてアフターケ
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これらの活動は、従来のアフターケアの課題に対応す

るため、次の主要要素を組み込んでいる。

　第一に、アフターケアにおける健康・メンタルヘル

ス・薬物乱用予防の統合である。社会的養護を離れた

若者は、生活基盤の不安定性や心理的ストレス、薬

物乱用リスクの増加など複合的な課題を抱えやすい2）。

これに対応するため、JAMK では、医療・看護専門職

が中心となり、個別ニーズに応じた支援を包括的に提

供する仕組みが検討されている。
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的強化を提言している。施設卒園後の若者の生活基盤

確保や社会参加支援の抜本的強化が求められている。

具体的には、地域での相談窓口の整備、生活・就労・

健康支援を包括的に提供する体制、地域間格差の是正、

卒園前からの計画的支援の実施が掲げられている。

　まず、地域での相談窓口の設置は、施設卒園前から

卒園後まで、若者が継続的に相談可能な体制を整える

ことを目的としている。全国的には、自治体ごとに児

童福祉担当窓口が設置されている。心理・健康・就労

など多様な課題に対応できるワンストップ型の窓口は

限られており、今後の整備が課題となる。

　次に、生活・就労・健康支援の包括的提供が求めら

れている。卒園生は、住居、生活費、就労、学習支援、

健康・精神面のケアなど、複合的な課題を抱えること

が多い2）。これに対して、自治体のアフターケア事業

は、福祉部門中心での生活支援や就労支援が主となっ

ており、医療・看護職の関与は限定的である。この結

果、健康や心理面の課題が支援の対象外となるケース

が存在する。したがって、包括的支援の実現には、福

祉・医療・教育・地域資源の統合的連携が不可欠である。

　さらに、地域間格差の是正も重要である。卒園生が

どの地域に居住するかによって、受けられる支援の質

や範囲が異なる現状は、公平性の観点からも改善が求

められる。

　また、卒園前からの計画的支援は、卒園後の自立に

向けた準備段階として重要である。施設在所時から生

活スキルや就労スキルの習得、健康管理、地域ネット

ワーク形成を支援することで、卒園後の孤立や生活不

安を軽減できる。しかし、現行制度では卒園前支援の

体系化や専門職の協働が限定的であり、計画的・統合

的な支援の整備が課題となる。

　日本の政策的対応は、アフターケアの重要性を認識

する段階には至っているものの、支援の継続性・包括

性・地域間格差是正の実現には制度面、人的資源、地

域連携の強化が不可欠である。特に、多職種協働や医

療・看護専門職の参画を含む支援モデルは、フィンラ

ンドのネウヴォラ理念に基づく包括的アプローチを参

考にすることで、卒園生支援の質的向上に資する可能

性が高い。

　以上より、日本の社会的養護におけるアフターケア

は、従来の福祉中心モデルに加え、医療・看護専門職

を含む多職種協働、地域資源統合、継続支援の仕組み

づくりが必要である。

Ⅵ．ネウヴォラ理念と日本への応用可能性

　フィンランドにおけるネウヴォラは、妊娠期から乳

幼児期にかけて、家族全体を対象とした包括的支援を

提供する母子保健制度である2,5）。保健師や医療専門

職が家族と直接関わることで、健康リスクや社会的課

題を早期に発見し、必要な支援を速やかに提供する「予

防・継続性・家族中心性」を基本理念としている。こ

の理念は、社会的養護を終了した若者へのアフターケ

アにおいても多くの示唆を与える。

　第一に、予防的アプローチの重要性である。ネウヴォ

ラでは、妊娠期からの健康・心理的リスクを早期に把

握し、介入することで問題の悪化を防ぐ。日本の社会

的養護卒園生においても、生活不安定、精神健康課題、

薬物乱用リスクなど複合的課題が存在することから、

卒園前から卒園後にかけての早期介入が不可欠である。

具体的には、施設在所中から健康チェック、心理面の

相談、生活技能の習得支援を体系化し、卒園後に途切

れず支援が継続できる仕組みが求められる。

　第二に、継続性の確保である。ネウヴォラは、出生

前から就学前まで一貫した支援を提供することにより、

家族と専門職の信頼関係を構築している。日本におけ

るアフターケアでは、卒園後の支援が断絶することが

課題とされてきた4）。ネウヴォラ型のアプローチを導

入することで、定期的なフォローアップ、相談窓口の

運営、地域資源との連携により、若者が安心して相談

できる体制を整備することが可能である。
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　第三に、家族中心・関係性重視の支援である。ネウ

ヴォラは子どもだけでなく家族全体を支援の対象と

し、家族の状況や背景を踏まえた包括的支援を実施し

ている。アフターケアにおいても、若者本人だけでな

く、里親、施設職員、地域の関係者を巻き込んだ支援

が効果的である1）。また、若者自身の参画を促すこと

で、支援の受容性や実効性が高まることが示唆される。

　さらに、多職種協働の必要性も重要な視点である。

ネウヴォラでは保健師、医療職、心理職、社会福祉職

が一体となり、情報を共有しながら支援を提供する。

日本のアフターケアにおいても、福祉専門職だけでな

く、医療・看護職が支援チームに加わることで、健

康・メンタルヘルス・生活支援を統合的に提供できる。

JAMK のプロジェクトにおいても、医療・看護専門職

が参画することで、卒園生が抱える多面的課題に対応

可能な支援モデルが構築されている。

　国内でのネウヴォラ型支援の試みとしては、自治体

パイロット事業が報告されている。保健師や看護師、

ソーシャルワーカーがチームを組み、卒園生の健康相

談、心理支援、生活・就労支援を統合的に提供する事

例では、卒園生の生活安定度やメンタルヘルス指標の

改善が確認されている。また、若者自身が相談可能な

大人との信頼関係を構築できた5）との報告もあり、支

援モデルとしての有効性が示唆される。

　これらの知見を総合すると、日本における「アフター

ケア・ネウヴォラモデル」は、保健師・看護職を中心

とした健康支援の包括化、継続的フォローアップ体制

の構築、若者本人の参画を重視した多職種協働支援に

よって実現可能である。これにより、生活・就労・健

康・心理面を統合した支援が可能となり、卒園生の孤

立防止および自立支援の質的向上が期待される。

　以上より、ネウヴォラ理念は、日本における社会的

養護終了後支援の課題解決に資する。

　また、看護学教育においても重要な示唆を与えるこ

とが明らかとなった。フィンランドのネウヴォラにみ

られる予防的・継続的・家族中心の支援は、看護職が

地域において果たす役割を具体的に理解するための好

例であり、学生に対して包括的健康支援の視点を涵養

する教育的価値を有する。国際看護研修を通じて得た

知見を基にした制度・実践の比較は、学生が自国の看

護実践や制度を相対化し、専門職としての役割や倫理

観を再考する契機となる。

Ⅶ．おわりに

　本報告では、研修で得た知見を基に、フィンランド

のネウヴォラの包括的支援を日本の社会的養護アフ

ターケアに応用する可能性について検討した。まず、

国内制度の現状、卒園生の課題、ネウヴォラ理念の特

徴、日本への応用可能性を整理した。これにより、「ア

フターケア・ネウヴォラモデル」の有用性を明確にす

ることができた。また、包括的支援、多職種協働や地

域基盤型支援の実際を学ぶことは、今後の看護基礎教

育および継続教育における教育内容の充実に寄与する

と考えられる。本研修は、看護学教育における国際比

較の学びとして重要な意義を有する。
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